
　昨今、職場のいじめ・嫌がらせが社会的な
問題として顕在化してきています。厚生労働
省は、これらの行為を「職場のパワーハラスメ
ント」と呼んで、社会に注意を喚起し、この問
題の予防と解決に取り組むことを訴える「職
場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた
提言」を取りまとめました。
　島根県においても、島根労働局に寄せられ
る民事上の個別労働紛争に関する相談のう
ち、「いじめ・嫌がらせ」が平成21年度から4年
連続でトップとなっています。本セミナーでは、
パワーハラスメントの予防・解決に取り組む一
助としていただくため、企業の人事労務担当者
の方などを対象に提言の内容や裁判事例に基
づく企業の対策を紹介します。
　業務多端の折とは思いますが、防止対策の
さらなる推進のためご参加頂きます様、ご案
内いたします。

みんなで予防・
解決

主催：島根労働局、（一社）島根労働基準協会

平成25年12月20日（金）13：00～日時

パルメイト出雲 （JR出雲市駅前）場所

（一社）島根労働基準協会 　　 TEL.0852-23-1730
島根労働局 労働基準部監督課 TEL.0852-31-1156

お問い合わせ

120名（定員になり次第締め切らせて頂きます。）定員

セミナー次第

セミナー参加申込書

12：50開場

15：30閉会

13：00①開会あいさつ
島根労働局長

15：20④閉会あいさつ
一般社団法人 島根労働基準協会専務理事

13：10～13：30②講演1
「職場のパワーハラスメントの予防・解決について」
島根労働局労働基準部監督課長

13：30～15：20③講演2
「パワー・ハラスメントと法 ～関係判例を素材として～」
三柴　丈典氏　〔近畿大学法学部教授〕

参加費
無料

三柴　丈典氏

事業場名

事業場所在地

（〒　　　-　　　　　）

申込担当者氏名

担当者連絡先 TEL FAX

出席者氏名
（1事業場3名まで）

参加申込みは、ご記入の上 FAX.0852-23-1788〔島根労働基準協会〕へ

厚生労働省労働政策審議会・安全衛生分科会公益代表委員・（一社）産業保健法務研究研修センター理事。
著書／『裁判所は産業ストレスをどう考えたか』『産業医が法廷に立つ日』（労働調査会）

テキストが必要な方は、
別途1,000円になります。


